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畜 産 局 衛 生 課

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）における防疫措置の強化・徹底について（第２報）

平成１２年１２月２１日開催された「第２回牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関す

る技術検討会」において、我が国が講じている牛肉等に対する措置はＢＳＥの

侵入防止策として十分に有効であると再度確認されたところであるが、さらに

ＢＳＥ侵入防止のなお一層の万全を期するため、ＥＵ諸国等からの牛肉、牛臓

器及びそれら加工品等の輸入を停止すべき旨の意見をいただいたところであ

る。

今般の検討会の意見を踏まえ、農林水産省としては、ＢＳＥの我が国への侵

入防止のなお一層の万全を期するため、以下のとおりさらなる防疫措置の強化

・徹底を行うこととし、本日付けで関係各国、関係機関等に通知した。

１ ＥＵ諸国等からの牛肉、牛臓器及びこれらの加工品の輸入停止

（１）対象物品 平成１３年１月１日以降、現地で船積みされる牛肉

等（牛肉、牛臓器（ケーシングを含む 、加熱処理）

牛肉、加熱処理牛臓器、牛肉・牛臓器を原料とする

加工品であって対象国で生産、加工及び調整された

もの）

（２）対 象 国 ＥＵ諸国等

２ ＥＵ諸国等からの牛精液、牛受精卵及び牛未受精卵の輸入停止

（１）対象物品 平成１３年１月１日以降、現地で船積みされる牛精

液、牛受精卵及び牛未受精卵

（２）対 象 国 ＥＵ諸国等



３ 動物用医薬品等の原料としての反すう動物由来の物質の使用制限

（１）ＥＵ諸国等産の反すう動物由来の物質を動物用医薬品等及び飼料

添加物の原料として使用することを禁止。

（２）反すう動物由来物質を製造原料として使用している動物用医薬品

等及び飼料添加物について、製造原料の製造元、使用部位等の製造

業者等による自主的な点検を進め、原料調達先を切り替える等の必

要な措置の徹底。
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